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筑西市地域おこし協力隊設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、人口減少及び高齢化が進行する本市において、市外から人材を誘致すること

により地域力の維持及び強化並びに当該人材の定住化の促進（以下「地域おこし」という。）

を図るため、筑西市地域おこし協力隊（以下「協力隊」という。）を置く。 

（協力隊の活動内容） 

第２条 協力隊は、地域おこしを達成するため、次に掲げる活動（以下「地域おこし活動」とい

う。）を行う。 

⑴ まちづくり及びコミュニティ活動に対する支援 

⑵ 地域社会の維持活性化に対する支援 

⑶ 地域資源の発掘及び振興に係る活動 

⑷ 地域の情報発信に係る活動 

⑸ 市外居住者の本市への移住及び定住のための支援 

⑹ 前各号に掲げるもののほか地域おこしに関し必要と認める活動 

（協力隊員の委嘱等） 

第３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、適当と認めるものに協力隊の隊員

（以下「協力隊員」という。）を委嘱する。この場合において、市は、協力隊員と雇用契約を

締結しないものとする。 

⑴ ３大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵

庫県及び奈良県の区域をいう。）及び指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９に規定する市をいう。）のうち国が定める特別交付税措置に係る地域要件確

認表に規定する地域等に居住する者で、協力隊員の委嘱により本市の住民基本台帳に記録す



る意思のある者 

⑵ 他の地方公共団体において地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付け総行応

第３８号総務事務次官通知）の規定による地域おこし協力隊と同様の趣旨により置かれる職

等にある者（この号において「他市等隊員」という。）として２年以上活動したもののうち、

当該他市等隊員の解嘱の日から１年以内で、かつ、協力隊員の委嘱を受けることにより本市

の住民基本台帳に記録する意思のあるもの 

２ 協力隊員の委嘱期間は、１年とし、当該委嘱に係る年度の４月１日から翌年の３月末日までと

する。ただし、年度の中途において委嘱のあった協力隊員の委嘱期間は、当該委嘱のあった日

から当該年度の３月末日までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、協力隊員の再委嘱を妨げない。この場合において、当該協力隊員の

委嘱期間の合計は、３年を超えないものとする。 

４ 協力隊員の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 一般隊員（次号に掲げる学生隊員以外の協力隊員をいう。以下同じ。） 

⑵ 学生隊員（大学、大学院、短期大学、高等専門学校（第４学年以上の者に限る。）又は専

修学校に在籍している者（休学中の者を除く。）であって、地域おこし活動を１か月当たり

おおむね８日程度行うことができるものをいう。以下同じ。） 

（協力隊員の報償等） 

第４条 協力隊員の報償費は、次の各号に掲げる協力隊員の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

⑴ 一般隊員 月額２３３，０００円 

⑵ 学生隊員 月額９３，２００円 

２ 協力隊員は、地域おこし活動に支障がない範囲において、就業等をすることができるものとす

る。 

（地域おこし活動の報告等） 

第５条 協力隊員は、地域おこし活動の内容について地域おこし協力隊活動日誌（様式第１号）及

び地域おこし協力隊活動報告書（様式第２号）を作成し、当該地域おこし活動を行った日の属

する月の翌月の５日までに市長に提出しなければならない。 

（協力隊員に対する支援等） 

第６条 市長は、協力隊員に対し、次の支援を行うものとする。 

⑴ 協力隊員の地域における日常生活及び地域社会への速やかな定着に必要な支援 

⑵ 協力隊員の地域おこし活動に必要な支援 



２ 市長は、前項の支援について、市予算の範囲内において必要な経費を支出することができるも

のとする。 

３ 市長は、協力隊員の地域おこし活動について必要と認めるときは、指導及び助言を行うことが

できる。 

（委嘱の取消し） 

第７条 市長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。 

⑴ 協力隊員から委嘱の取消しの申出があったとき。 

⑵ 心身の故障のため地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

⑶ この要綱及びこの要綱による市長の指示に違反したとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか協力隊員として不適当と認める行為があったとき。 

２ 前項の場合において、協力隊員の任期の中途において委嘱を取り消す場合の報償費の支出等に

ついては、当該協力隊員の地域おこし活動の状況に応じ、市長がその都度定める。 

（守秘義務） 

第８条 協力隊員は、地域おこし活動等により知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用

してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年市告示第１６３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年市告示第１４１号） 

この告示は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月１７日市告示第１７８号） 

この告示は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日市告示第７９号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

 



様式第２号（第５条関係） 

 


